
 

別記第１号様式（第６条関係） 

 土地の所有権等の移転等の届出書 

                                        年  月  日 

岐阜県知事 様 

届出者 住所               

                                                  氏名              

                                                         法人にあっては、主たる事務所の 

                                                         所在地、名称及び代表者の氏名  

                                 電話番号                
 

土地の所有権等の移転又は設定をする契約を締結したいので、岐阜県水源地域保全条例第 

１５条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。 

 

１ 契約当事者に関する事項 

所有権等の移転又は 

設定をしようとする者 

 住 所  

 氏 名  

 電 話  

 業 種 □不動産業 □林業 □その他（       ） 

所有権等 

の移転又 

は設定を 

受けよう 

とする者 

 

 □予定者 

  あり 

 住 所  

 氏 名  

 電 話  

 業 種 □不動産業 □林業 □その他（       ） 

 □未定 

 契約に係る権利の種別 

 及び内容 

（□所有権 □地上権 □地役権 □使用貸借による権利 

 □賃借権）の（□設定 □移転） 

 契約締結予定年月日  □予定あり       年   月   日 

 □未定 

 

 

２ 土地に関する事項 

登記上の土地の所在 登記地目 登記面積 

   

   

   

合 計                   筆            ㎡ 

土地利用の現況  

 所有権等の移転又は設定の 

 後における土地の利用目的 

 □現在の土地利用と同じ 

 □現在の土地利用と異なる（                    ） 

 □未定 

 

現在、所有権等を持っている方（届出者）の住所 

（法人にあっては、主たる事務所の所在地）を記載 

現在、所有権等を持っている方（届出者）の氏名 

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）を記載 

具体的に記載 

（例）土石の採掘、資材置場の造成、太陽光発電

施設の設置、別荘の建設など 

市町村名から記入。届出に係る土地が３筆を超えるとき

は、「外○筆（別紙記載）」として記載の上、別紙を添付

するか、行を追加して記載 

契約の相手方（所有権等の移転先又は新たに権利を設定する方）

の氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）を記載 

いずれかをチェック 

主たる現況を具体的に記載 

（例）森林、竹林、無立木地、伐採跡地、原野など 

 

届出日：契約締結予定日の 30日前までの日 

契約の相手方（所有権等の移転先又は新たに権利を設定する方）

の住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）を記載 

いずれかをチェック 

筆の一部が届出対象の場合は 

（ ）にその面積を記載 

現在、所有権など土地に関する権利を 

持っている方が届出者となります。 

 

相手方が未定の場合はこちらを☑、相手方が確定した時点で変更届を提出してください 

登記簿上の地目を記載 

2つの（   ）内をそれぞれチェック 

いずれかをチェック その他の（ ）内は具体的に記載 



 

 

３ 添付書類 

(1) 土地売買等の契約に係る土地の位置を示す図面（縮尺５万分の１程度及び５千分の１ 

程度） 

 

 

(2) 土地売買等の契約に係る土地の登記事項証明書その他当該土地について所有権等を有 

することを証する書面の写し 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 １ 該当する□にレ点を記入すること。 

   ２ 「氏名」及び「住所」の欄は、法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる 

事務所の所在地を記載すること。 

   ３ 「登記上の土地の所在」の欄は、届出に係る土地について市町村名から記載すること。 

届出に係る土地が３筆を超えるときは、「外○筆（別紙記載）」として記載の上、別紙を 

添付すること。 

 

   ４ 「土地利用の現況」の欄は、木竹の生育状況など、主たる現況を具体的に記載するこ 

と。 

５ （ ）内には、内容を具体的に記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該土地の位置がわかり、土地の形状や大きさがわかること。 

民間の地図会社やインターネットの地図に記入したものでもよい。 

登記事項証明書（登記簿謄本）以外で、所有権等を有することを証する書面として以下の例があります 

（例）（１）登記済証 

（２）登記識別情報通知書 

（３）土地売買等契約書（買主） 

（４）固定資産に係る証明書 

     ア 固定資産課税台帳記載事項証明書 

     イ 固定資産評価証明書 

     ウ 固定資産公租公課証明書 

エ 固定資産所有証明書 

   （５）登記情報提供サービスによる不動産登記情報（照会番号不要） 

 

     

 

行の追加による記載も可 


